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水道水質検査方法の妥当性評価ガイドラインの一部改定について 

 

 

 水道行政の推進につきましては、日頃から御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 「水質基準に関する省令」（平成 15 年厚生労働省令第 101 号）の規定に基づく水道水の

水質基準に係る検査方法については、「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣

が定める方法」（平成 15年厚生労働省告示第 261号。以下単に「告示」という。）で定めら

れています。また、水質管理目標設定項目に係る検査方法については、「水質基準に関する

省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項につい

て」（平成 15 年 10 月 10 日付け健水発第 1010001 号。以下単に「通知」という。）で定め

られています。これに関連して、水道事業者等が実施する水質検査結果の妥当性評価につ

いては、「水道水質検査方法の妥当性評価ガイドライン」（平成 24 年 9 月 6 日付け健水発

0906第１～４号。以下「ガイドライン」という。）を策定し、通知しているところです。 

 今般、策定から５年が経過し、妥当性評価の手法に変更すべき点がみられたことから、

ガイドラインを別添のとおり改定することとしましたので、下記事項に御留意の上、ガイ

ドラインの活用により適切な水質管理がなされるようお願いします。 

 

記 

 

第１．改正の概要 

１ ガイドラインの対象となる検査方法の明示（２．本ガイドラインの対象関係） 

   ガイドラインの対象となる検査方法について、原則として、告示及び通知に定める

検査方法のうち、機器分析による方法とした。また、「水道法施行規則第 17 条第２項

の規定に基づき厚生労働大臣が定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法」（平

成 15年厚生労働省告示第 318号）で定める検査方法を対象から除外した。 

２ 検量線の妥当性評価に係る事項の追加（４．妥当性評価の方法関係） 



 

 

   検量線の作成方法と評価方法を新たに追加した。 

３ 添加試験における真度及び精度の目標値の変更（４．妥当性評価の方法関係） 

   これまで添加濃度の基準値等に対する割合で設定していた添加試験の真度及び精度

の目標値について、対象物質の種類ごとに設定した。 

    

第２．適用時期 

平成 30年４月１日から適用する。 

 

 


